
統
計
調
査
員
が
調
査
票
を
配
布
し
に
伺
い

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
総
務
課

☎
23
局
３
５
０
６

23
局
０
１
８
０

▼
対
象
＝
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
１
・
２
級
の
下
肢
・
体
幹
・
視
覚
障
害

ま
た
は
１
級
の
内
部
障
害
が
あ
る
方
②
Ａ

判
定
の
知
的
障
害
が
あ
る
方
③
１
・
２
級

の
精
神
障
害
が
あ
る
方　

▼
手
続
き
に
必

要
な
も
の
＝
障
害
者
手
帳

◦
交
付
に
つ
い
て

▼
日
時
＝
平
成
26
年
３
月
31
日
（
月
）
ま

で
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）　

▼
場
所
＝
①

田
原
地
区
の
方
…
市
役
所
地
域
福
祉
課

（
北
庁
舎
１
階
）
②
赤
羽
根
地
区
の
方
…

赤
羽
根
市
民
セ
ン
タ
ー（
旧
赤
羽
根
支
所
）

③
渥
美
地
区
の
方
…
渥
美
支
所　

▼
地
域
福
祉
課

☎
23
局
３
６
９
７

23
局
３
５
４
５

　

障
害
者
を
虐
待
か
ら
守
り
、
ま
た
そ
の

養
護
者
を
支
援
す
る
た
め
、
障
害
者
虐
待

防
止
法
（
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者

の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法

　

検
察
審
査
会
は
、
選
挙
権
を
有
す
る
方

の
中
か
ら
選
ば
れ
た
11
名
の
審
査
員
で
構

成
さ
れ
、
検
察
官
が
し
た
不
起
訴
処
分
の

善
し
悪
し
を
審
査
す
る
機
関
で
す
。

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
平
成
26
年

の
審
査
員
候
補
者
予
定
者
を
選
挙
人
名
簿

か
ら
「
く
じ
」
に
よ
り
選
び
出
し
ま
す
。

検
察
審
査
会
か
ら
審
査
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
方
に
は
通
知
が
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
豊
橋
検
察
審
査
会
事
務
局

☎（
０
５
３
２
）52
局
３
２
８
３

▼
田
原
市
選
挙
管
理
委
員
会（
総
務
課
内
）

☎
23
局
３
５
０
６

23
局
０
１
８
０

　

農
林
水
産
省
で
は
、
国
内
の
漁
業
の
生

産
構
造
、
就
業
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
水
産
物
流
通
・
加
工
業
等
の
漁

業
を
取
り
巻
く
実
態
と
変
化
を
総
合
的
に

把
握
す
る
た
め
、
11
月
１
日
現
在
で
「
漁

業
セ
ン
サ
ス
」
を
実
施
し
ま
す
。
こ
の
調

査
は
、
５
年
ご
と
に
水
産
業
を
営
ん
で
い

る
す
べ
て
の
世
帯
や
法
人
を
対
象
に
、
全

国
一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

調
査
対
象
世
帯
に
は
、10
月
下
旬
ご
ろ
、

律
）
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
法
律
に
よ
り
、
養
護
者
（
家
族
や

同
居
人
等
）、
福
祉
施
設
従
事
者
、
使
用

者
（
雇
用
主
等
）
か
ら
虐
待
を
受
け
た
り

発
見
し
た
り
し
た
場
合
は
、必
要
に
応
じ
、

障
害
者
の
一
時
保
護
や
支
援
を
行
い
ま
す

の
で
、
窓
口
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

通
報
者
、
相
談
者
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま

す
。

◦
通
報
窓
口

▼
地
域
福
祉
課

☎
23
局
３
６
９
７

23
局
３
５
４
５

※
夜
間
・
休
日
・
年
末
年
始
は
、
市
役
所

（
代
表
）
☎
22
局
１
１
１
１

◦
相
談
窓
口

▼
田
原
市
障
害
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
23
局
３
８
１
２

23
局
３
１
１
０

　

田
原
市
農
業
用
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
適

正
処
理
対
策
協
議
会
が
行
って
い
る
農
業
用

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
回
収
で
は
、
農
業
用
ビ

ニ
ー
ル
フ
ィ
ル
ム
と
ポ
リ
系
フ
ィ
ル
ム
を
分
別

の
う
え
搬
入
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ビ
ニ
ー
ル

フ
ィ
ル
ム
の
結
束
は
、
ビ
ニ
ー
ル
フ
ィ
ル
ム
の
切

れ
端
を
使
用
す
る
な
ど
、
同
じ
材
質
の
物

で
束
ね
る
ル
ー
ル
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。
分

別
の
効
率
を
向
上
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
作
業

を
円
滑
化
す
る
た
め
、
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
て

い
な
い
場
合
は
、
そ
の
場
で
束
ね
直
し
て
い

た
だ
く
か
、
受
け
取
り
を
お
断
り
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
ポ
リ
系
フ
ィ
ル
ム
は
、
潅か
ん
す
い水
チ
ュー

ブ
や
ポ
リ
系
の
ひ
も
で
束
ね
る
こ
と
が
出
来

ま
す
が
、
ビ
ニ
ー
ル
フ
ィ
ル
ム
の
切
れ
端
な
ど

は
使
用
し
な
い
よ
う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
田
原
市
農
業
用
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

適
正
処
理
対
策
協
議
会
（
農
政
課
内
）

☎
23
局
３
５
１
７

22
局
３
８
１
７

▼
Ｊ
Ａ
愛
知
み
な
み

田
原
資
材
セ
ン
タ
ー
☎
23
局
１
６
３
６

赤
羽
根
資
材
セ
ン
タ
ー
☎
45
局
３
１
３
４

渥
美
資
材
セ
ン
タ
ー
☎
32
局
３
０
０
０
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検
察
審
査
会
審
査
員
候
補
者
の

予
定
者
を
選
び
ま
す

漁
業
セ
ン
サ
ス
に
ご
協
力
を
！

障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
・
バ
ス
電
車
券
・

元
気
パ
ス
購
入
助
成
券（
下
半
期
分
）交
付

❖
虐
待
の
種
類

【
身
体
的
虐
待
】
体
に
傷
や
痛
み
を
負
わ
せ

る
暴
行
を
加
え
る
こ
と
や
、
正
当
な
理
由

な
く
体
の
自
由
を
奪
う
こ
と

【
性
的
虐
待
】
無
理
や
り
（
ま
た
は
同
意
と

見
せ
か
け
）
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
す
る
こ

と
や
、
さ
せ
る
こ
と

【
心
理
的
虐
待
】
激
し
い
暴
言
を
浴
び
せ
た

り
、
拒
絶
的
な
態
度
を
と
っ
た
り
す
る
な

ど
し
て
、
心
を
傷
つ
け
る
こ
と

【
放
棄
・
放
任
】
食
事
や
入
浴
、
排
泄
な
ど

の
介
助
を
せ
ず
、
心
や
体
を
衰
弱
さ
せ
る

こ
と

【
経
済
的
虐
待
】
本
人
の
同
意
な
し
に
財
産

や
年
金
、
賃
金
な
ど
を
使
う
こ
と
や
、
不

利
益
を
与
え
る
こ
と

障
害
者
に
対
す
る
虐
待

迷
わ
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

排
出
時
の
分
別
の
お
願
い


